
◎食品衛生法等の一部を改正する法律 
（平成三〇年六月一三日法律第四六号）   

一、 提案理由（平成三〇年四月一〇日・参議院厚生労働委員会） 

○国務大臣（加藤勝信君） ただいま議題となりました食品衛生法等の一部を改正する

法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 国民の食へのニーズの多様化や食のグローバル化の進展等により我が国の食を取り巻

く環境が変化しています。このような変化の中で、都道府県等を越える広域的な食中毒

事案の発生や食中毒の発生数の下げ止まり傾向があり、事業者におけるより一層の食品

の衛生管理や行政による的確な対応が喫緊の課題となっています。さらには、食品の輸

出促進等も見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められています。 

 こうした状況を踏まえ、食品の安全を確保するため、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、広域的な食中毒事案への対策強化のため、国及び都道府県等が連携や協力を

しなければならないこととするとともに、厚生労働大臣は、国、都道府県等その他関係

機関により構成される広域連携協議会を置くことができ、緊急を要する場合において、

当該協議会を開催し、対応に努めなければならないこととします。 

 第二に、国際標準に即して事業者自らが食品衛生上の危害の発生を防止するために特

に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理の制度化を行います。また、この

制度化に併せて、営業許可業種以外の事業者はあらかじめその営業所の名称及び所在地

等を都道府県知事に届け出なければならないこととします。 

 第三に、食品の安全性の確保を図るため、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止

する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場

合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。 

 第四に、食品用器具・容器包装の安全性等の確保のため、特定の材質を対象として、

安全性を評価した物質のみを使用可能とする仕組みの導入を行います。 

 第五に、事業者による食品等の自主回収情報を行政が把握し、的確な監視指導や消費

者への情報提供を行うため、事業者が自主回収を行ったときは都道府県知事等に届け出

なければならないこととします。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を

超えない範囲内において政令で定める日としています。 

 以上が、この法律案の趣旨でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。 

二、 参議院厚生労働委員長報告（平成三〇年四月一三日） 

○島村大君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域



連携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度

の導入、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、

安全性を評価した物質のみを食品用器具、容器包装に使用可能とする仕組みの導入等の

措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化への対応と中小企業へ

の支援、健康食品の呼称の在り方と健康被害防止策、広域事案を含めた食中毒への対策

等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年四月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、広域的な食中毒事案への対応に当たっては、感染症部局、農林水産部局を含めた関

係機関の連携、運営、緊急時の対応、情報の共有・発信等の方法について指針を示す

など、広域連携協議会が効果的に機能するよう、必要な措置を講ずること。 

二、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化に向け、丁寧な情報提供及び周知の徹底を行

うこと。特に、取り扱う食品の特性に応じた取組を実施することとなる営業者に関し

ては、早期にその対象事業者を明らかにするとともに、食品等営業者の多くが経営基

盤の弱い中小事業者である実情に鑑み、十分な準備期間を設け、その取組に新たなコ

スト負担が生じることのないよう万全を期すとともに、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理

と同等の水準が確保されるよう十分な支援を行うこと。 

三、いわゆる「健康食品」による健康被害の防止の観点から、製造工程管理による安全

性確保の徹底等、製造段階における危害発生防止対策を強化するとともに、「健康食

品」一般に関する正しい知識の普及啓発に努めること。また、テレビ等を通じた無店

舗販売の増加の状況に鑑み、広告表示の在り方等を含め、適切な措置の検討を行うこ

と。さらに、健康被害を生じた消費者が医療機関を受診する際に、「健康食品」の使

用の有無を確認する方策について、検討を行うこと。 

四、食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度の導入に当たっては、食品健

康影響評価を踏まえた規格基準を計画的に策定する等、法の円滑な施行に万全を期す

こと。また、合成樹脂以外の材質についても、リスクの程度や国際的な動向を踏まえ、

ポジティブリスト化について検討すること。 

五、食品の自主回収情報の届出・報告については、事務手続の効率化や迅速な情報提供

につながるよう、全国共通のシステムの構築を図ること。また、アレルゲン、消費期

限等安全性に関わる食品表示法違反による回収情報の届出の義務化についても早急に

検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 



六、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に当たっては、都道府県等及び事業

者の負担を考慮し、その申請・届出に当たり簡便な手続の仕組みを構築すること。 

七、本法の円滑な実施のため、都道府県等における食品衛生行政の体制強化及び充実に

努め、食品衛生監視員の人員の確保等を始めとした必要な措置を講ずること。 

八、食品の安全を高める観点から、食品添加物の指定については、国際標準との整合性

を考慮しつつ、国民の健康の保護を最優先に、科学的根拠に基づきリスク評価及びリ

スク管理を行うこと。また、遺伝子組換え食品に関しては、「遺伝子組換えでない」

表示の要件の厳密化を図るとともに、ゲノム編集技術等、新たな育種技術を活用した

食品の規制の在り方について検討すること。 

 右決議する。 

三、 衆議院厚生労働委員長報告（平成三〇年六月七日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました食品衛生法等の一部を改正する法律案につい

て、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、食品の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な

内容は、 

 第一に、広域的な食中毒事案への対策強化のため、厚生労働大臣は、国、都道府県等

から成る広域連携協議会を設けることができることとし、緊急を要する場合において、

当該協議会を開催し、対応に努めなければならないこととすること、 

 第二に、国際標準に即して事業者みずからが食品衛生上の危害の発生を防止するため

に特に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理の制度化を行うこと、 

 第三に、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要と

する成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出な

ければならないこととすること 

等であります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、同日加藤厚生

労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 


